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介護保険制度に基づく 

保険給付の見込みと 

保険料 

第４章では、介護保険制度の担い手である市民

の方々に対し、介護保険制度の改正をふまえ、

第６期における介護保険サービス給付の考え方

および見込み、保険料についてご説明します。 

１ 介護保険制度の動向 

２ 介護保険サービスの利用の見込み 

３ 第６期の総事業費の見込み 

４ 第６期の介護保険料 
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１ 介護保険制度の動向 

（１）介護保険サービスの仕組み 

１）介護保険サービスの利用（要介護度と介護保険サービスの関係） 

介護保険サービスの利用には、要介護・要支援の認定申請を行い、「要介護

度」の認定を受ける必要があります。介護保険サービスは、要介護１～５の方

を対象にした介護保険サービス、要支援１・２の方を対象にした介護予防サー

ビス、主に元気高齢者を対象に地域での自立した日常生活の継続を支援する地

域支援事業があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新しい介護予防・日常生活支援総合事業は、２０１７年４月までに実施します。 

2）介護保険サービスの仕組み 

介護保険サービスに係る費用の１割（２割※1）を負担することで介護保険

サービスを利用することができます。残りの９割（８割※1）については、原則

として保険者である市から介護（予防）サービス事業者に支払われます。 

 

  

要介護度 利用可能なサービス 

要介護１～５ 
介護保険サービス 

（居宅または施設） 

介護予防サービス 

地域支援事業 

自 立 

要
介
護
・
要
支
援

認
定
者 

元
気
な
高
齢
者 

※新しい介護予防・ 

日常生活支援総合 

事業 

※1 ２０１５年８月からは、

一定以上所得がある方

の利用者負担が１割か

ら２割に引き上げられ

ます。 

高齢者支援センター

要支援１・２ 
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（２）標準給付費の動向 

介護保険事業の現状としては、高齢者人口が年々伸び続け、要介護・要支援

認定者も同様に増えており、介護保険サービスの利用量と標準給付費※も増加

傾向にあります。 

今後必要とされる介護保険サービス量を見込み、介護保険サービスの提供に

係る費用を推計し、その費用を基に介護保険料を算定します。標準給付費の上

昇に伴い、６５歳以上の被保険者が負担する介護保険料も増額となる見込みで

す。 

 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※２００９～２０１３年度は実績値、２０１４年度は見込値 
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図表４－１ 
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（３）介護保険制度の主な改正 

介護保険制度の持続可能性を高めるため、「サービスの効率化・重点化」、「負

担の見直し」という観点で改正が行われます。主な改正は、以下のような内容

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 点 内 容 

１ 介護予防サービスの

訪問介護と通所介護

の地域支援事業への

移行 

第６期計画期間中に、全国一律の介護予防サー

ビスのうち、訪問介護と通所介護を市町村が実

施する「新しい介護予防・日常生活支援総合事

業」に移行。町田市は２０１７年４月までに実

施を予定。 

２ 特別養護老人ホーム

の入所条件の重度化 

２０１５年４月から、入所は原則として要介護

３以上。（既入所者除く） 

３ 一定以上所得者の利

用者負担の見直し 

２０１５年８月から一定以上の所得がある利用

者負担割合を１割から２割に引き上げ。上位所

得者のいる世帯の負担上限額：４４,４００円に

設定。 

４ 補足給付※の見直し 

２０１５年８月から補足給付の判定要件に同一

世帯以外の配偶者の所得、預貯金等を追加。 

２０１６年８月から遺族年金等の非課税年金※

を判定要件に追加。 

５ 低所得者の第一号保

険料の軽減強化 

２０１５年度介護保険料から給付費における

国、都、市の負担分（５割）に加えて別枠で公

費を投入し、住民税非課税世帯に対する保険料

の軽減割合を拡大。 

１ 介護予防（要支援）の訪問介護と

通所介護が地域支援事業へ移行 

２ 特別養護老人ホームの入所条件

の重度化 

３ 一定以上所得者の利用者負担の

見直し 

４ 補足給付の見直し 

５ 低所得者の第一号保険料の軽減

強化 

介護保険制度の持続可能性を高める改正 

サービスの効率化・重点化 負担の見直し 

図表４－２ 改正の内容の詳細 
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２ 介護保険サービスの利用の見込み 

（１）介護保険給付に係る介護保険料算定の流れ 

２０１５年度から２０１７年度の３年間における介護保険料は、次のとおり

算出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 高齢者人口（第１号被保険者数）を推計 

② 要介護・要支援認定者数を推計 

③ 介護保険給付に必要な費用の合計（総事業費）を推計 

●第５期の給付費実績の分析と第６期の給付費見込みの考え方 

●サービス類型ごとのサービス量の見込み 

●総事業費の見込み 

④ 総事業費のうち第１号被保険者負担分（２２%）を第１号被保険者数で

除算することにより、算定上の介護保険料月額基準額を算出 

⑤ 介護給付費準備基金の活用により介護保険料を軽減 

⑥ 第 6 期介護保険料月額基準額を算出 
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（２）介護保険サービス利用者の見込み 

１）高齢者人口の見込み（第１号被保険者※） 

町田市の高齢者（６５歳以上）人口は、２０１４年には１０４,６８０人、高

齢化率は２４.５％となっています。 

今後も高齢者人口は増え続け、２０１７年には１１１,５２６人に達し、高齢

化率は２５.９％になる見込みです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者人口（第１号被保険者数）の見込み 
 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

総人口 419,229 420,048 425,155 426,410 426,448 429,025 429,643 430,137

高齢者

人口 
89,842 91,895 96,395 100,671 104,680 107,651 109,764 111,526

高齢化

率 
21.4% 21.9% 22.7% 23.6% 24.5% 25.1% 25.5% 25.9% 

資料：総人口の 2010～2014 年は住民基本台帳、2015 年以降は「町田市将来人口推計」 

高齢者人口の 2010～2014 年は住民基本台帳、2015 年以降は推計値（各年 10 月 1 日） 

高齢化率=高齢者人口÷総人口 
  

89,842  91,895 
96,395 

100,671  104,680 
107,651  109,764 

111,526 
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23.6%
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25.9%
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20,000

40,000
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100,000

120,000
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第１号被保険者数の見込みと高齢化率

高齢者人口 総人口に占める高齢者人口の割合(高齢化率）

(人)

図表４－３ 
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2）要介護認定者数の見込み(要介護度別) 

高齢者人口の増加に伴い、要介護認定者数も増え続けており、認定率（第１

号被保険者に対する認定の割合）も上昇が見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護度別要介護認定者数の推移と認定率 

介護度 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

要支援１ 1,618  1,710  1,865 2,143 2,396 2,677 2,978 3,289 

要支援２ 1,606  1,529  1,577 1,686 1,862 2,015 2,181 2,355 

要介護１ 2,460  2,507  2,822 3,366 3,667 4,136 4,637 5,161 

要介護２ 2,843  3,109  3,262 3,334 3,482 3,596 3,713 3,824 

要介護３ 2,074  2,129  2,191 2,227 2,300 2,350 2,392 2,423 

要介護４ 1,781  1,862  1,943 2,043 2,080 2,160 2,233 2,302 

要介護５ 1,811  1,950  2,073 2,144 2,036 2,013 1,965 1,898 

合計 14,193  14,796  15,733 16,943 17,823 18,947 20,099 21,252

認定率 15.8% 16.1% 16.3% 16.8% 17.0% 17.6% 18.3% 19.1% 

資料：2010～2014 年は「町田市介護保険情報」、2015 年以降は推計値（各年 10 月 1 日） 
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図表４－４ 
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（３）第５期の給付費実績の分析と第６期の見込みの考え方 

第５期（２０１２年度～２０１４年度）の給付費は、年平均７％以上の伸び

率となる大きな増加傾向となっています。 

＜第５期＞ 2012 年度（実績） 2013 年度（実績） 2014 年度(見込み) 

標 準 給 付 費 230.3 億円 247.0 億円 264.2 億円 

             

以下より、サービスごとに給付費の主な傾向を見ていきます。 

１）居宅サービスの給付費 

【訪問介護】：利用者数、サービス給付費とも前年度実績に近い数字で推移し

ています。そのため、第６期もわずかな伸びに留まることが見込まれます。 

【通所介護】：小規模通所介護事業所の増加もあり、伸びが大きくなっていま

す。そのため、第６期も同様の伸びとなることが見込まれます。ただし、制

度改正により、小規模通所介護分については地域密着型サービス費へ移行す

る予定です。 
 2012 年度（実績） 2013 年度（実績） 2014 年度(見込み)

訪問介護 18.9 億円 19.0 億円 18.9 億円 

通所介護 29.9 億円 33.3 億円 36.2 億円 

【医療系サービス費】：高齢者人口が増える中で医療への関わりが多くなり、

「訪問看護」、「居宅療養管理指導」が増加傾向となっており、第６期も同様

の伸びを見込んでいます。 
 2012 年度（実績） 2013 年度（実績） 2014 年度(見込み)

訪問看護 6.3 億円 6.5 億円 7.0 億円 

居宅療養管理指導 2.7 億円 3.2 億円 3.8 億円 

【特定施設入居者生活介護】：施設の増設と合わせて住まいのひとつの選択肢

として入居者が増えており、第６期についても同様の伸びを見込んでいます。 

 2012 年度（実績） 2013 年度（実績） 2014 年度(見込み) 

特定施設入居者生活介護 17.8 億円 20.4 億円 23.4 億円 

【居宅介護支援※】：要介護認定者数の増加に伴い、第６期についても伸びを

見込んでいます。 

 2012 年度（実績） 2013 年度（実績） 2014 年度(見込み) 

居宅介護支援 11.4 億円 12.1 億円 13.0 億円 

 

（前年度比約 7.2％増） （前年度比約 7.0％増）（2011 年度比約 8.6％増）
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2）地域密着型サービスの給付費 

【地域密着型サービス】：認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生

活介護）などの施設の開設により増加しています。また、第５期中に定期巡

回・随時対応型訪問介護看護と複合型サービスが新たに開設されたことによ

り、第６期では大きく伸びると見込んでいます。さらに、制度改正により 

２０１６年度から地域密着型通所介護が加わることにより、総額が増加する

と見込んでいます。 

 2012 年度（実績） 2013 年度（実績） 2014 年度(見込み) 

地域密着型サービス 17.1 億円 18.0 億円 20.0 億円 

3）施設サービスの給付費 

【施設サービス】：施設の増設により増加傾向にあります。第５期で計画され

た施設が、第６期計画期間中に開設するため、増加する見込みとなっていま

す。なお、２０１４年度の要介護認定者全体における施設サービス利用者の

割合は約１５％ですが、標準給付費における施設サービス費の割合は約 

３４％となります。 

 2012 年度（実績） 2013 年度（実績） 2014 年度(見込み) 

施設サービス 81.7 億円 87.6 億円 90.9 億円 

4）介護予防サービスの給付費 

【介護予防サービス】：要介護認定者数が伸びていることにより増加傾向にあ

ります。特に介護予防通所介護は年々増えており、第６期についても同様の

伸びを見込んでいます。 

 2012 年度（実績） 2013 年度（実績） 2014 年度(見込み) 

介護予防サービス 8.8 億円 9.8 億円 11.3 億円 
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5）その他経費の給付費 

【その他経費】：特定入所者介護（予防）サービス・高額介護（予防）サービ

ス・高額医療合算介護（予防）サービス費・審査手数料についても、施設入

所者の増加や要介護認定者が伸びているため増加傾向にあります。制度改正

によって第６期における特定入所者介護（予防）サービス費は減少、高額介

護（予防）サービス費は増加すると見込んでいます。 

 

 2012 年度（実績） 2013 年度（実績） 2014 年度(見込み)

その他経費 13.6 13.6 億円 14.8 14.8 億円 15.7 億円 

第６期の給付費については、以上の第５期の実績と傾向を基に、推計データ

などから総合的に考え、必要な給付費を見込んでいきます。 
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（４）サービス類型ごとの見込み量 

１）居宅サービスの見込み量 

居宅サービスについては、要介護認定者数が増加することから、利用者数等

は、全体的に年々増加していくと見込んでいます。 

【通所介護】は、第５期同様に、利用者数の伸びに合わせた増加を見込んでい

ます。なお、制度改正により、２０１６年度から小規模通所介護が地域密着型

通所介護へ移行するため、減少を見込んでいます。 

 

 （年間） 

項 目 単位
2014 年度 

（見込み）
2015 年度 2016 年度 2017 年度

（１）居宅サービス    

 
訪問介護 

回数 622,056 625,627 634,301 646,664

 人数 36,816 37,644 38,748 40,104

 
訪問入浴介護 

回数 15,264 16,712 17,356 18,072

 人数 3,096 3,372 3,468 3,588

 
訪問看護 

回数 128,664 146,696 155,064 161,825

 人数 16,068 16,920 17,652 18,144

 
訪問リハビリテーション 

回数 7,356 18,265 24,016 29,966

 人数 864 1,956 2,532 3,036

 居宅療養管理指導 人数 23,772 32,352 36,360 41,076

 
通所介護 

回数 404,184 479,258 204,931 228,667

 人数 45,984 51,204 21,120 22,824

 
通所リハビリテーション 

回数 40,656 45,934 48,944 52,586

 人数 5,784 6,456 6,984 7,608

 
短期入所生活介護 

日数 89,940 95,394 103,424 112,728

 人数 11,076 11,304 12,264 13,656

 
短期入所療養介護 

日数 5,268 5,346 5,562 5,857

 人数 708 744 756 816

 特定施設入居者生活介護 人数 10,248 12,876 14,844 17,064

 福祉用具貸与 人数 47,592 56,820 62,892 68,292

 特定福祉用具購入費 人数 1,476 1,848 1,896 1,956

（２）住宅改修 人数 888 972 1,044 1,104

（３）居宅介護支援 人数 86,760 95,424 100,512 105,684

 

  

図表４－５ 居宅サービスの見込み 
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2）地域密着型サービスの見込み量 

地域密着型サービスについては、認知症高齢者の増加に加え、定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業や認知症高齢者グループホーム等の施設整備の状

況に合わせて利用者の増加を見込んでいます。 

また、２０１６年度から、小規模通所介護が地域密着型通所介護へ移行する

ため、増加を見込んでいます。 

 

 （年間） 

項 目 単位
2014 年度
（見込み）

2015 年度 2016 年度 2017 年度

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 人数 50 456 924 1,200

夜間対応型訪問介護 
回数 0 0 0 0

人数 0 0 0 0

認知症対応型デイサービス 

（認知症対応型通所介護） 

回数 65,712 71,060 74,159 77,752

人数 7,200 7,668 8,052 8,520

小規模多機能型居宅介護 人数 696 996 1,116 1,320

認知症高齢者グループホーム 

（認知症対応型共同生活介護） 
人数 3,228 3,876 3,912 4,308

地域密着型特定施設 人数 0 0 0 0

地域密着型特別養護老人ホーム 

（地域密着型介護老人福祉施設）
人数 240 240 240 240

看護小規模多機能型居宅介護 人数 12 240 300 300

地域密着型通所介護 

回数 332,946 371,509

人数 34,320 37,092

 

  

図表４－６ 地域密着型サービスの見込み 
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3）施設サービスの見込み量 

施設サービスは、重度の要介護認定者の増加や、待機者の状況をふまえ、施

設の整備の状況に合わせて、利用者の増加を見込んでいます。 

 

 （年間） 

項 目 単位
2014 年度
（見込み）

2015 年度 2016 年度 2017 年度

特別養護老人ホーム 

（介護老人福祉施設） 
人数 22,644 24,012 24,672 25,752

介護老人保健施設 人数 7,668 8,052 8,316 8,652

介護療養型医療施設 人数 2,364 2,436 2,436 2,436

 
 
 
 
  

図表４－７ 施設サービスの利用者見込み 
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4）介護予防サービスの見込み量 

介護予防サービスについては、要支援者が増加していることから、居宅サービ

スと同様に全体に増加傾向と見込んでいます。医療と介護の連携の進展により、

介護予防訪問看護、居宅療養管理指導等について大きく伸びると推計しています。 

また、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防支援事業については、

２０１７年度より、地域支援事業の新しい総合事業に移行するため、減少を見込

んでいます。 

 
                  （年間） 

項 目 単位
2014 年度
（見込み）

2015 年度 2016 年度 2017 年度

（１）介護予防サービス    

 介護予防訪問介護 人数 11,688 13,188 14,148 5,340

 
介護予防訪問入浴介護 

回数 60 108 174 252

 人数 36 48 60 72

 
介護予防訪問看護 

回数 4,512 6,816 8,242 9,847

 人数 756 1,236 1,560 1,932

 
介護予防訪問リハビリテーション 

回数 312 1,016 1,248 1,640

 人数 48 156 180 204

 介護予防居宅療養管理指導 人数 1,272 1,692 1,956 2,232

 介護予防通所介護 人数 12,372 17,088 20,388 7,984

 介護予防通所リハビリテーション 人数 480 588 684 780

 
介護予防短期入所生活介護 

日数 780 1,117 1,175 1,194

 人数 204 228 276 324

 
介護予防短期入所療養介護 

日数 5 109 114 117

 人数 5 48 48 48

 介護予防特定施設入居者生活介護 人数 1,512 1,668 1,812 1,920

 介護予防福祉用具貸与 人数 4,428 7,320 9,216 11,580

 特定介護予防福祉用具購入費 人数 312 540 624 756

（２）住宅改修 人数 408 516 600 672

（３）介護予防支援 人数 23,832 29,556 32,352 18,708

 

  （年間） 

項 目 単位
2014 年度
（見込み）

2015 年度 2016 年度 2017 年度

介護予防認知症対応型通所介護 
回数 120 259 608 956

人数 24 36 84 132

介護予防小規模多機能型居宅介護 人数 36 48 48 48

介護予防認知症対応型共同生活介護 人数 0 12 12 12

図表４－８ 介護予防サービスの見込み 

図表４－９ 地域密着型介護予防サービスの見込み 
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３ 第６期の総事業費の見込み 

（１）第６期の総事業費の見込み 

介護保険サービスの給付費見込額は、過去の被保険者数や認定者数、および

第５期の給付実績を基に、第６期分の推計値を算出しました。 
（単位：億円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 第６期推計値 第５期実績値

(見込値含む)2015 年度 2016 年度 2017 年度 第６期合計 

総事業費(１～４の合計) 281.0 300.4 323.5 904.9  758.3 

 １ 介護給付費 245.8 258.7 276.6 781.1  667.6 

 

(1)居宅サービス費 131.3 115.2 124.6 371.2  352.3 

(2)地域密着型 
サービス費 

21.8 48.4 53.0 123.2  55.0 

(3)施設サービス費 92.7 95.0 99.0 286.7  260.2 

２ 予防給付費 12.2 13.8 8.2 34.2  29.9 

３ その他経費 16.8 19.1 20.9 56.8  44.1 

４ 地域支援事業費 6.1 8.8 17.9 32.7  16.7 

※端数処理の関係で、合計金額に差異が生じています。

図表４－１０ 第６期の総事業費の見込み 

第６期の総事業費見込み：約９０5 億円 

3 その他経費 特定入所者介護サービス、高額介護、高額医療合算介護、審査手数料 

2 予防給付費 介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援 

１ 介護給付費 居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス 

総事業費：標準給付費＋地域支援事業費（１～４の合計）詳細は、Ｐ.82 参照 

総給付費：介護給付費＋予防給付費（１～２の合計）詳細は、Ｐ. 78～79 参照 

標準給付費：総給付費＋その他経費（１～３の合計）詳細は、Ｐ.80 参照 

4 地域支援事業費  介護予防事業、包括的支援事業、任意事業 
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第６期 総事業費 
約９０５億円 （見込み） 

第５期 総事業費 
約７５８億円（見込み） 

（億円） 

※（ ）内の数値

は第５期との

比率です。 

図表４－１１ 総事業費：第５期と第６期の比較 
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（２）第６期の総事業費の内訳 

１）総給付費  

 

項 目 
2014 年度 
（見込み） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

（１）居宅サービス 11,325,473,000 円 11,793,753,930 円 10,127,841,593 円 11,004,149,539 円

 訪問介護 1,893,736,986 円 1,879,310,300 円 1,867,285,422 円 1,894,217,008 円

 訪問入浴介護 188,238,366 円 202,985,253 円 207,335,372 円 215,595,543 円

 訪問看護 698,929,482 円 728,860,415 円 752,522,274 円 778,437,922 円

 訪問リハビリテーション 38,842,142 円 54,133,477 円 70,213,363 円 87,627,986 円

 居宅療養管理指導 379,274,253 円 421,193,448 円 465,608,596 円 525,089,722 円

 通所介護 3,621,132,230 円 3,771,020,108 円 1,567,473,193 円 1,717,772,037 円

 通所リハビリテーション 420,805,857 円 426,391,387 円 439,874,755 円 461,308,683 円

 短期入所生活介護 845,091,108 円 836,052,802 円 888,971,508 円 959,896,462 円

 短期入所療養介護 49,208,002 円 55,707,067 円 56,585,136 円 58,261,356 円

 福祉用具貸与 700,407,543 円 720,763,162 円 757,744,819 円 787,542,508 円

 

特定福祉用具購入費 41,161,000 円 42,342,658 円 41,899,756 円 42,207,383 円

住宅改修 109,860,000 円 92,259,761 円 97,041,414 円 102,273,824 円

特定施設入居者生活介護 2,338,786,031 円 2,562,734,092 円 2,915,285,985 円 3,373,919,105 円

（２）地域密着型サービス 1,998,787,000 円 2,180,883,675 円 4,842,514,058 円 5,298,820,982 円

 
定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
15,752,577 円 73,356,975 円 146,471,436 円 187,242,970 円

 夜間対応型訪問介護 0円 0円 0円 0 円

 認知症対応型通所介護 822,480,900 円 800,450,828 円 810,756,733 円 835,787,800 円

 小規模多機能型居宅介護 146,066,156 円 205,020,118 円 231,246,593 円 273,016,899 円

 
認知症対応型共同生活

介護 
940,539,763 円 994,932,488 円 992,304,357 円 1,094,440,133 円

 
地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
0円 0円 0円 0 円

 
地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 
70,606,000 円 63,143,742 円 63,166,442 円 63,161,595 円

 

看護小規模多機能型居

宅介護 
3,341,604 円 43,979,524 円 51,934,293 円 54,360,630 円

地域密着型通所介護 ― ― 2,546,634,204 円 2,790,810,955 円

（３）施設サービス  9,091,550,000 円 9,269,574,562 円 9,503,422,674 円 9,898,811,016 円

 介護老人福祉施設 6,029,333,508 円 6,187,881,513 円 6,362,189,080 円 6,660,933,561 円

 介護老人保健施設 2,197,739,461 円 2,188,625,943 円 2,249,275,598 円 2,345,950,916 円

 介護療養型医療施設 864,477,031 円 893,067,106 円 891,957,996 円 891,926,539 円

（４）居宅介護支援 1,302,018,000 円 1,336,437,997 円 1,396,070,498 円 1,458,622,655 円

介護保険サービスの合計 23,717,828,000 円 24,580,650,164 円 25,869,848,823 円 27,660,404,192 円

図表４－１2 介護保険サービスの給付費見込額（年間）【１ 介護給付費】 
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項 目 
2014 年度 
（見込み） 

2015 年度 2016 年度 2017 年度 

（１）介護予防サービス 1,002,312,000 円 1,078,108,036 円 1,218,970,805 円 717,779,612 円

 介護予防訪問介護 200,386,878 円 211,519,313 円 223,069,886 円 83,983,881 円

 介護予防訪問入浴介護 141,961 円 209,619 円 469,815 円 797,088 円

 介護予防訪問看護 24,561,182 円 28,048,752 円 33,455,896 円 40,041,990 円

 
介護予防訪問リハビリ

テーション 
1,419,169 円 3,202,705 円 3,624,587 円 4,564,346 円

 
介護予防居宅療養管理

指導 
17,350,967 円 18,838,863 円 21,504,485 円 24,475,144 円

 介護予防通所介護 507,686,870 円 554,291,980 円 653,378,640 円 252,601,414 円

 

 

 

 

 

 

介護予防通所リハビリ

テーション 
19,929,508 円 21,059,041 円 22,384,138 円 23,804,857 円

介護予防短期入所生活

介護 
5,663,420 円 6,597,002 円 6,853,282 円 7,000,421 円

介護予防短期入所療養

介護 
145,467 円 995,377 円 1,019,405 円 1,053,951 円

介護予防福祉用具貸与 25,392,206 円 31,304,485 円 38,696,993 円 48,366,681 円

特定介護予防福祉用具

購入費 
8,465,000 円 10,234,527 円 11,851,145 円 14,250,954 円

介護予防住宅改修 57,407,000 円 57,917,320 円 65,418,538 円 74,416,845 円

介護予防特定施設入居

者生活介護 
133,762,372 円 133,889,052 円 137,243,995 円 142,422,040 円

（２）地域密着型介護予防

サービス 
3,164,000 円 7,149,314 円 10,533,531 円 13,706,849 円

 
介護予防認知症対応型

通所介護 
532,606 円 2,421,144 円 5,694,947 円 8,827,784 円

 
介護予防小規模多機能

型居宅介護 
2,631,394 円 2,345,429 円 2,362,907 円 2,403,959 円

 
介護予防認知症対応型

共同生活介護 
0円 2,382,741 円 2,475,677 円 2,475,106 円

（３）介護予防支援 127,355,000 円 138,529,313 円 151,356,298 円 87,550,781 円

介護予防サービスの合計 1,132,831,000 円 1,223,786,663 円 1,380,860,634 円 819,037,242 円

 

 

総給付費 24,850,659,000 円 25,804,436,827 円 27,250,709,457 円 28,479,441,434 円

 

 

 

 

  

図表４－１３ 介護予防サービスの給付費見込額（年間）【２ 予防給付費】 
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2）標準給付費 

標準給付費とは、「１ 介護給付費」と「２ 予防給付費※」を合わせた総給

付費に、「３ その他経費」を加えたものであり、その見込額は、以下のとおり

です。 

 

項 目 2015 年度 2016 年度 2017 年度 合計 

総給付費 25,804,436,827 円 27,250,709,457 円 28,479,441,434 円 81,534,587,718 円

その他経費 1,684,434,543 円 1,912,905,011 円 2,086,484,615 円 5,683,824,169 円

 

 

特定入所者 

介護（予防） 

サービス費 

給付額 

940,259,794 円 952,441,511 円 1,040,200,353 円 2,932,901,658 円

高額介護 

（予防） 

サービス費 

給付額 

624,421,819 円 826,662,443 円 896,729,194 円 2,347,813,456 円

高額医療合算 

介護（予防） 

サービス費 

給付額 

90,337,390 円 102,067,717 円 115,321,228 円 307,726,335 円

算定対象審査 

支払手数料 
29,415,540 円 31,733,340 円 34,233,840 円 95,382,720 円

合 計 27,488,871,370 円 29,163,614,468 円 30,565,926,049 円 87,218,411,887 円

【３ その他経費】の内容 

① 特定入所者介護（予防）サービス費は、施設サービス等を利用した場

合の食費・居住費について、低所得の方が支払い困難とならないよう

に所得に応じた負担限度額を定め、差額分を保険から給付するもので

す。 

② 高額介護（予防）サービス費は、同月に利用したサービスの１割（２

割）の利用者負担の合計が、一定額を超えた分が保険から給付される

ものです。また、医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、一定額

を超えた場合も保険から給付される高額医療合算介護（予防）サービ

ス費があります。 

③ 算定対象審査支払手数料は、介護保険事業を円滑に運営するため、介

護保険サービスに係る費用の請求・審査・支払い等を国民健康保険団

体連合会へ委託し、手数料として支払うものです。 

図表４－１４ 標準給付費見込額 
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３）地域支援事業費  

地域支援事業は、高齢者が要支援・要介護状態となることを予防するととも

に、要支援・要介護状態となった場合においても、地域において自立した日常

生活を継続して送れるように支援する事業です。この事業は、「介護予防事業」、

「包括的支援事業」、「任意事業」の３種類で構成されています。 

介護保険法の改正に伴い、地域支援事業の枠組みも変わり、第６期計画期間

中に、介護予防給付のうち、訪問介護と通所介護が「新しい介護予防・日常生

活支援総合事業」（以下「総合事業」といいます。）として地域支援事業に移行

します。 

町田市では、総合事業を２０１７年４月までに実施し、介護予防・生活支援

サービスと一般介護予防事業を合わせた多様なサービスを展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図表４－１５ 地域支援事業の構成
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地域支援事業見込額の増加 

地域支援事業の枠組みの拡大や事業内容の充実に伴い、事業費の増額が見

込まれます。特に介護予防事業については、総合事業への移行に伴い、それ

までの介護予防給付費から介護予防訪問介護費、介護予防通所介護費、介護

予防支援費が地域支援事業に移行することから増額となります。 

       

 （年間） 

項 目 2015 年度 2016 年度 2017 年度 合計 

地域支援事業費 

（① ＋②） 
610,728,000 円 876,640,091 円 1,787,013,655 円 3,274,381,746 円

 

①介護予防事業

（総合事業） 
86,126,000 円 192,547,596 円 ※ 918,251,586 円 1,196,925,182 円

②包括的支援事

業・任意事業 
524,602,000 円 684,092,495 円 868,762,069 円 2,077,456,564 円

 

※本計画では、２０１７年４月に総合事業を実施する前提で計算しています。 

 

 

４）総事業費  

標準給付費見込額と地域支援事業費見込額を合計したものである総事業

費見込額は約９０５億円となります。前掲（P.77 参照）のとおり、第５期

の約７５８億円と比較すると約１９.4％増で約１４７億円の増額となりま

す。 

 

     

項 目 2015 年度 2016 年度 2017 年度 合計 

標準給付

費見込額 
27,488,871,370 円 29,163,614,468 円 30,565,926,049 円 87,218,411,887 円

地域支援 

事業費 

見込額 

610,728,000 円 876,640,091 円 1,787,013,655 円 3,274,381,746 円

総事業費 

合計 
28,099,599,370 円 30,040,254,559 円 32,352,939,704 円 90,492,793,633 円

 

  

図表４－１６ 地域支援事業費の見込額 

図表４－１７ 総事業費 
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4 第６期の介護保険料 

（１）総事業費の財源構成 

１）標準給付費の財源構成 

介護保険サービスに係る給付費は、サービス利用時の利用者負担を除き、

５０％を保険料、５０％を公費で負担します。第６期計画期間（２０１５～

２０１７年度）においては、第１号被保険者（６５歳以上の方）が標準給付

費の２２％を保険料として負担します。 

 
 

 居宅サービス費財源構成     施設サービス費財源構 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

※１ 施設サービス費とは、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、特定施

設入居者生活介護に係る給付費です。それ以外のサービスに係る給付費は居宅サービス費の中

に含みます。 

 

※２ 公費のうち国の調整交付金は、市町村間の介護保険財政を調整するために交付されるものであ

り、第１号被保険者に占める後期高齢者（７５歳以上の方）の割合や所得分布の状況により変

動する仕組みとなっています。 

 

※３ 第２号被保険者は、４０～６４歳までの方です。 

 

 

 

 

  

第1号被

保険者
22%

第2号被

保険者
28%国

15%

調整交付金
5%

東京都
17.5%

町田市
12.5%

第1号被

保険者
22%

第2号被

保険者
28%

国
20%

調整交付金
5%

東京都
12.5%

町田市
12.5%

※2 

※２ 
※3 ※３

図表４－１８ 居宅サービス費財源構成 図表４－１９ 施設サービス費財源構成 ※１ 
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２）地域支援事業費の財源構成 

地域支援事業は、「介護予防事業※1」と「包括的支援事業」と「任意事

業」があり、それぞれの財源構成は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「介護予防事業」は、２０１７年４月までに事業が再編され、「新しい介護予防・日常生

活支援総合事業」となります。このうち、日常生活支援総合事業は、２０１７年４月ま

でに開始します。 

 

  

＜包括的支援事業及び任意事業＞ 

地域支援事業のうち包括的支援事

業及び任意事業に要する費用は、

２２％を第１号被保険者の保険

料、７８％を公費で負担します。 

第1号被

保険者
22%

第2号被

保険者
28%

国
25%

東京都
12.5%

町田市
12.5%

＜介護予防事業＞ 

地域支援事業のうち介護予防事

業・日常生活支援事業に要する費

用は、５０％を保険料、５０％を

公費で負担します。 

第１号被保険者は、介護予防事業

にかかる費用のうち２２％を負担

します。 

第1号被

保険者
22%

国
39.0%

東京都
19.5%

町田市
19.5%

図表４－２０ 介護予防事業財源構成 図表４－２１ 包括的支援事業及び任意事業財源構成



  

 85 

介護保険制度に基づく保険給付の見込みと保険料

第
４
章

（２）第１号被保険者の介護保険料 

１）算定上の介護保険料月額基準額 

第１号被保険者の算定上の介護保険料月額基準額※は、以下の式により算出

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
① 【標準給付費】 

２０１５年度～２０１７年度に必要な標準給付費を推計した結果、 

８７,２１８,４１１,８８７円となりました。（標準給付費は主に「居宅

サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」に使われます。） 

 

② 【地域支援事業費】 

２０１５年度～２０１７年度に必要な地域支援事業費を推計した結果、 

３,２７４,３８１,７４６円となりました。（地域支援事業費は「介護予防

事業」、「包括的支援事業」、「任意事業」に使われます。） 

 

 

標準給付費 ×
第1号被保険者

の負担割合
＋ 地域支援事業費 ×

第1号被保険者
の負担割合

８７,２１８,４１１,８８７円 ２２％＋２.３１% ３,２７４,３８１,７４６円 ２２％

　　＝

介護保険料収納率

９８.５％

Ａ
２０１５～２０１７年度

に必要な介護保険料額

２２,２５７,０１５,１４０円

÷ ÷ ＝

所得段階別加入割合補正後

第1号被保険者数（3年間）

３３６,３０４人

算定上の月額基準額

５,５１５円
１２か月

Ａ
２０１５～２０１７年度

に必要な介護保険料額

２２,２５７,０１５,１４０円

図表４－２２ 第１号被保険者の介護保険料の算出式
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③【第１号被保険者の負担割合】 

２０１５年度～２０１７年度の第１号被保険者の負担割合は２２％

です。また、調整交付金の交付割合が全国平均の５％を下回って 

２.６９％となる見込みであり、２.３１%分不足するため、その不足分

を第１号被保険者が負担することとなります。その結果、標準給付費は

２４.３１%（２２%＋２.３１%）、地域支援事業費は２２％を負担しま

す。 

 

④【介護保険料収納率】 

２０１５年度～２０１７年度の介護保険料収納率は、今までの実績

を勘案して推計した結果、９８.５%に設定しました。 

 

⑤【所得段階別加入割合補正後第１号被保険者数※１（３年間）】 

２０１５年度～２０１７年度の所得段階別第１号被保険者数を推計

した結果、３３６,３０４人となりました。 

※１ 所得段階別加入割合補正後第１号被保険者数とは、３年間で必要な保険料が不足しない

よう、所得段階ごとに人数と保険料率を乗じた数を、３年間の被保険者数とみなしたも

のです。 

 

⇒算出の結果、算定上の介護保険料月額基準額は５,５１５円です。 

 

２）第６期の介護保険料月額基準額 

算定上の介護保険料月額基準額５,５１５円から、介護給付費準備基金※

（約５億円）を活用して１２５円軽減し、最終的に第６期計画期間の介護

保険料月額基準額を５,３９０円としました。 

 

⇒第６期の介護保険料月額基準額は、５,３９０円です。 
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全国ベースで第２号被保険者一人あたりの介護保険料額を算出 

 

第２号被保険者（４０～６４歳までの方）の介護保険料は、毎年度、厚生労働

大臣が第２号被保険者一人あたりの負担額を定めます。また、保険料の徴収は、

各医療保険者（国保、健保組合等）を通じて行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居宅サービス費財源構成  
 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 第２号被保険者の負担割合が２９％から２８％へ変更になりました。 

※２ 社会保険診療報酬支払基金とは、健康保険制度における診療報酬の審査や支払いについて、

医療保険者等の委託を受けた審査支払の専門機関です。 

  

第２号被保険者の介護保険料

第1号被

保険者
22%

第2号被

保険者
28%

国
20%

調整交付金
5%

東京都
12.5%

町田市
12.5%

全国の標準給付
費等の２８％ ÷

全国の第２号
被保険者数 

＝ 
第２号被保険
者 1 人あたり
介護保険料額 

○第２号被保険者は

標準給付費等の 

２８％※１を負担 

各医療保険者が第 2 号被保険者から医療保険料と 
一括して徴収 

各医療保険者が社会保険診療報酬支払基金※２へ納付 

社会保険診療報酬支払基金が各区市町村へ交付 
（各区市町村の標準給付費等の２８％分） 

厚生労働大臣が負担額を決定 
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（３）第５期介護保険料との増減比較 

１）算定上の介護保険料月額基準額の増減要因 

第６期の算定上の月額基準額５,５１５円は、第５期の算定上の月額基準額

５,２２６円に対して２８９円上がることになります。内訳は次のとおりです。 

① 総事業費の増加 ４４５円 

以下の３要因による９８２円の負担増です。 
 
○ 要介護・要支援認定者数の増加に伴う給付費の増加 

○ 特別養護老人ホーム、グループホーム等の施設整備に伴う給付費 

の増加 

○ 在宅医療・介護連携や認知症施策等の充実による地域支援事業費 

の増加 

第１号被保険者の増加により５３７円の負担減となりますが、結果

として負担増となります。 

② 介護報酬改定および地域区分単価※の変更 △４３円 

△２.２７％の介護報酬改定されたことにより負担減、地域区分単価

の変更により負担増となりますが、結果として負担減となります。 

③ 利用者負担割合の見直し △５０円 

一定所得以上の方の介護保険サービスの自己負担が１割から２割に

なることで、給付費が減少することにより負担減、自己負担額が増加

することで高額介護サービス費支給額の増加が見込まれることで負担

増となりますが、結果として負担減となります。 

④ 補足給付の見直し △３５円 

非課税世帯の方が施設サービスを利用した場合に、食費・居住費の

一部を保険給付する補足給付について支給基準に世帯分離している配

偶者の所得や資産要件が追加されることで、支給対象者が減少するこ

とにより負担減となります。 

⑤ 第１号被保険者の負担割合増加（２１％⇒２２％） ２４８円 

介護保険法の改正により、第１号被保険者の介護保険料負担割合が 

２１％から２２％へ増えることにより負担増となります。 
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⑥ 調整交付金交付割合（交付率１.６０％⇒２.６９％） △２３９円 

調整交付金は、市町村ごとの介護保険財政を調整するものとして交付

されます。第５期と比較すると町田市の後期高齢者の割合が増加してお

り、調整交付金割合が１.６０％から２.６９％へ増える見込みであるこ

とから負担減となります。 

＊ 町田市は、全国平均よりも後期高齢者の割合が低く、高所得者層の割

合が高いため、調整交付金の交付割合が全国平均の５％を下回りま

す。その場合、不足分が第１号被保険者の保険料に加算されることに

なります。 

⑦ 所得段階および保険料率の見直し △３７円 

新たに第１１段階（合計所得金額※８００万円以上）、第１２段階 

（合計所得金額１,２００万円以上）を設けたことによる負担減です。 

 合計２８９円 

２）介護給付費準備基金等の比較 

第５期は東京都の財政安定化基金※と介護給付費準備基金、第６期は介護給付

費準備基金をそれぞれ活用し、以下のとおり介護保険料月額基準額を軽減しまし

た。 

＊ 第６期は、財政安定化基金の交付はありません。 

 

第５期（2012～2014年度）

第６期（2015～2017年度）

算定上の月額基準額
５,５１５円

月額基準額
５,３９０円

算定上の月額基準額
５,２２６円

月額基準額
４,９２０円

財政安定化基金

の活用により

△５６円

介護給付費準備基金

の活用により

△２５０円

介護給付費準備基金

の活用により

△１２５円
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（４）所得段階ごとの介護保険料額 

１）介護保険料所得段階および保険料率の見直し 

介護保険料は、所得に応じた段階を設けて負担していただいており、住

民税の非課税者層に配慮した分を、課税者層が支えることで成り立ってい

ます。 

 

今後も介護保険料の上昇が見込まれる中、持続可能な保険料率の体系と

するため、近隣自治体の動向もふまえ、より負担能力に応じた所得段階を

新設することとしました。合計所得５００万円以上の区分を、新たに 

８００万円以上（保険料率２.２）と１,２００万円以上（保険料率２.４）

の区分を設けて、細分化しました。 

２）所得段階の統合 

国の政令により、第５期の所得段階の第１段階と第２段階を第６期では

第１段階に統合しました。 

３）公費による低所得者の保険料軽減 

第６期では、消費税を財源とした新たな公費の投入により、第１段階の

保険料率を０.５から０.４５へ引き下げ、保険料の軽減を行います。 

 

＊ この軽減措置は、２０１７年４月に予定されている消費税増税に合わせ

て、軽減の規模等の変更が予定されています。 
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第６期の第１号被保険者の介護保険料額は、下記のとおりです。  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 公費による保険料軽減前の保険料率です。 

  

図表４－２３ 第１号被保険者の介護保険料額 

課税状況
要件

第５期事業計画 第６期事業計画

世帯 本人 所得区分 保険料率
年額

所得区分 保険料率
年額

月額 月額

生活保護受給者
第1段階 0.45

26,500円

第1段階
     （0.5）※1

0.45

(32,300円)

29,100円

非
課
税

非
課
税

老齢福祉年金受給者
2,214円

課
税
年
金
収
入
金
額
＋
合
計
所
得
金
額

80万円以下 第2段階 0.50
29,500円

(2,695円)

2,425円2,460円

80万円超
120万円以下

特例
第3段階

0.625
36,900円

第2段階 0.625
40,400円

3,075円 3,368円

120万円超 第3段階 0.75
44,200円

第3段階 0.75
48,500円

3,690円 4,042円

課
税

80万円以下
特例

第4段階
0.80

47,200円
第4段階

6,888円

500万円以上
800万円未満

第9段階 2.00

課
税

合
計
所
得
金
額

125万円未満 第5段階 1.10
64,900円

第6段階

190万円以上
300万円未満

第7段階 1.40
82,600円

第8段階

1200万円以上 第12段階

0.80
51,700円

3,936円 4,312円

80万円超
第4段階
（基準額）

1.00
59,000円 第5段階

（基準額）
1.00

64,600円

4,920円 5,390円

1.10
71,100円

5,412円 5,929円

125万円以上
190万円未満

第6段階 1.25
73,800円

第7段階 1.25
80,800円

6,150円 6,737円

1.40
90,500円

7,546円

300万円以上
500万円未満

第8段階 1.60
94,400円

第9段階 1.60
103,400円

7,872円 8,624円

800万円以上
1200万円未満

第11段階 2.20
142,200円

11,858円

2.40
155,200円

9,840円
12,936円

118,000円

第10段階 2.00
129,300円

10,780円

※ 
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（５）介護保険料のつかいみち 
 

第１号被保険者の介護保険料月額基準額 ５,３９０円は、下図のとおり使わ

れます。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険料 

５,３９０円の 

つかいみち

居宅サービス費 

２,２１１円 
通所介護・訪問介護 

住宅改修、 

ケアプラン作成 など 

 

施設サービス費 

１,７０８円 
特別養護老人ホーム 

介護老人保健施設 など 

地域密着型サービス費 

７３４円 
定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 

認知症対応型デイサービス

など 

介護予防サービス費 

２０４円 
介護予防訪問看護 

居宅療養管理指導 など 

地域支援事業費 

１９５円 
高齢者支援センターの運営 

新しい総合事業 など 

その他 ３３８円 
特定入所介護、高額介護など 

図表４－２４ 介護保険料額のつかいみち 


